
 

改正 令和４年２月２４日 原規技発第 2202246 号 原子力規制委員会決定 

 

令和４年２月２４日 

 

原子力規制委員会   

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

等の一部改正について 

 

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。 

⑴ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

（原規技発第 1306193 号） 別表第１ 

⑵ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規技発第 130

6194 号） 別表第２ 

 

附 則 

この規程は、令和４年２月２４日から施行する。 
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別表第１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 新旧対照表 
（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
第６１条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲 
げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための 
設備を備えたものをいう。 

 a) 基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を喪失

しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

  

b)～f) （略） 

２ （略） 

 

（別記２） 

第４条（地震による損傷の防止） 

１ ～ ４ （略） 

５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技

術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定する

ことが適切なものとし、次の方針により策定すること。 

一 （略） 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内

陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震につい

て、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検討

用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用地震ごと

に、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及

び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面

までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。 

上記の「内陸地殻内地震」とは、陸のプレートの上部地殻地震

第６１条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲 
げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための 
設備を備えたものをいう。 

 a) 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時

対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

 b)～f) （略） 

２ （略） 

 

（別記２） 

第４条（地震による損傷の防止） 

１ ～ ４ （略） 

５ 第４条第３項に規定する「基準地震動」は、最新の科学的・技

術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定する

ことが適切なものとし、次の方針により策定すること。 

 一 （略） 

二 上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内

陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震につい

て、敷地に大きな影響を与えると予想される地震（以下「検討

用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用地震ごと

に、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及

び断層モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面

までの地震波の伝播特性を反映して策定すること。 

上記の「内陸地殻内地震」とは、陸のプレートの上部地殻地震
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発生層に生じる地震をいい、海岸のやや沖合で起こるものを

含む。 

上記の「プレート間地震」とは、相接する二つのプレートの

境界面で発生する地震をいう。 

上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込む（沈み込ん

だ）海洋プレート内部で発生する地震をいい、海溝軸付近又

はそのやや沖合で発生する「沈み込む海洋プレート内の地

震」又は海溝軸付近から陸側で発生する「沈み込んだ海洋プ

レート内の地震（スラブ内地震）」の２種類に分けられる。 

なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

については、次に示す方針により策定すること。 

 ①～⑦ （略） 

 ⑧施設の構造が免震構造である場合は、やや長周期の地震応答

が卓越するため、その周波数特性に着目して地震動評価を実

施し、必要に応じて他の施設とは別に基準地震動を策定する

こと。 

 

６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対

する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によるこ

と。 

 一  耐震重要施設のうち、二以外のもの 

  ・（略） 

・（略） 

・（略） 

  ・免震構造を採用する場合は、免震装置は、基準地震動による

地震力に対してその装置に要求される機能を保持すること。 

（略） 

 二 （略） 

発生層に生じる地震をいい、海岸のやや沖合で起こるものを

含む。 

上記の「プレート間地震」とは、相接する二つのプレートの

境界面で発生する地震をいう。 

上記の「海洋プレート内地震」とは、沈み込む（沈み込ん

だ）海洋プレート内部で発生する地震をいい、海溝軸付近又

はそのやや沖合で発生する「沈み込む海洋プレート内の地

震」又は海溝軸付近から陸側で発生する「沈み込んだ海洋プ

レート内の地震（スラブ内地震）」の２種類に分けられる。 

なお、上記の「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

については、次に示す方針により策定すること。 

 ①～⑦ （略） 

 ⑧施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答

が卓越する施設等がある場合は、その周波数特性に着目して

地震動評価を実施し、必要に応じて他の施設とは別に基準地

震動を策定すること。 

 

６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがない

ものでなければならない」ことを満たすために、基準地震動に対

する設計基準対象施設の設計に当たっては、以下の方針によるこ

と。 

 一  耐震重要施設のうち、二以外のもの 

  ・（略） 

  ・（略） 

  ・（略） 

  ・（新設） 

 

（略） 

 二 （略） 
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７ 第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に

当たっては、以下に示す方法によること。 

  ・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方

向（免震構造を採用する場合にあっては、水平２方向及び免

震装置にとって最も厳しくなる方向）及び鉛直方向について

適切に組み合わせたものとして算定すること。また、地震力

の算定に当たっては、建物・構築物と地盤との相互作用並び

に建物・構築物及び地盤の非線形性を、必要に応じて考慮す

ること。 

・（略）  

・（略） 

 

８ （略） 

 

 

７ 第４条第３項に規定する「基準地震動による地震力」の算定に

当たっては、以下に示す方法によること。 

  ・基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平２方

向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定

すること。また、地震力の算定に当たっては、建物・構築物

と地盤との相互作用並びに建物・構築物及び地盤の非線形性

を、必要に応じて考慮すること。 

 

 

・（略）  

・（略） 

 

８ （略） 

 

 
  



1 
 

別表第２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 新旧対照表 
（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 
第７６条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲 
げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため 
の設備を備えたものをいう。 

 a) 基準地震動による地震力に対して緊急時対策所の機能を喪失

しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

 

 b)～f) （略） 

２ （略） 

 

第７６条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲 
げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため 
の設備を備えたものをいう。 

 a) 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時

対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影

響を受けないこと。 

 b)～f) （略） 

２ （略） 

 

 
 


